
別表－１

会費規程第３条に定める基本会費の級別区分を次のとおり定める。

等級 区分
年会費
(円)

入会金
(円)

Ａ　級 特に大規模の高圧ガス製造者 140,000円 40,000円

Ｂ　級 大規模の高圧ガス製造者、高圧ガス消費者及び機器製作者等 100,000円 30,000円

Ｃ　級
中規模の高圧ガス製造者、高圧ガス消費者、高圧ガス販売業者、
機器製作者等、その他高圧ガス関連事業者

67,000円 20,000円

Ｄ　級
小規模の高圧ガス製造者、高圧ガス消費者、機器製作者等、
高圧ガス販売業者及び高圧ガス輸送業者

40,000円 10,000円

Ｅ　級 極く小規模の高圧ガス製造者及び本協会の目的に賛同した者 20,000円 5,000円

１０,０００k㎥以上 → Ａ級

  ３,０００k㎥かつ資本金５０億円以上 → Ａ級

  ３,０００k㎥かつ従業員数２００人以上 → Ａ級

       ７５k㎥以上（Ａ級未満） → Ｂ級

       ５０k㎥以上～７５k㎥未満 → Ｃ級

         ０.０３k㎥～５０k㎥未満 → Ｄ級

         ０.０３k㎥未満 → Ｅ級

１５０k㎥以上 → Ｂ級

１００k㎥以上～１５０k㎥未満 → Ｃ級

１００k㎥未満 → Ｄ級

１,０００ton以上 → Ｂ級

   １００ton以上～１,０００ton未満 → Ｃ級

   １００ton未満 → Ｄ級

１００億円以上 → Ｂ級

    １億円以上～１００億円未満 → Ｃ級

    １億円未満 → Ｄ級

２００人以上 → Ｂ級

１００人以上～２００人未満 → Ｃ級

１００人未満 → Ｄ級

１億円以上 → Ｂ級

０.５億円以上～１億円未満 → Ｃ級

０.５億円未満 → Ｄ級

２００人以上 → Ｂ級

１００人以上～２００人未満 → Ｃ級

１００人未満 → Ｄ級

→ Ｄ級

１億円以上で従業員数１０人以上 → Ｃ級

１億円以上で２以上の事業所の主事業所 → Ｃ級

１億円未満 → Ｄ級

→ Ｄ級

→ Ｅ級

202309改定

※同一事業所で２以上の事業所が加入している場合は、主事業所と従たる事業所に区分し、
　従たる事業所の等級は該当等級より一つ下位の等級とする。

⑥高圧ガス販売業者（高圧ガス製造者を除く）

※処理量や貯蔵量は、不燃性ガスは0.1倍、毒性ガス3.3倍、気体は1㎥を10kgとする。

※複数項目該当事業所は、等級が最大のものとする。

資本金

従業員数

⑦高圧ガス輸送業者

資本金

⑧極く小規模の高圧ガス製造者または本協会の目的に賛同した者

⑤ＬＰガス充填所

会費規程第３条に定める基本会費の級別区分

①高圧ガス製造者

②高圧ガス消費者

③機器製作者

④エンジニアリング会社

１日の
  処理量

１日の
  処理量

貯蔵能力

資本金

従業員数


